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『
福
岡
県
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関

す
る
条
例
』
が
施
行
さ
れ
ま
す
！

福
岡
県
で
は
、
こ
の
条
例
が
、
平
成
28
年

10
月
11
日
に
制
定
・
公
布
さ
れ
、
平
成
29

年
4
月
1
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

条
例
制
定
の
趣
旨
は

行
政
は
も
と
よ
り
、
事
業
者
、
県
民
が
一

体
と
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
し

つ
つ
、
連
携
、
協
力
し
な
が
ら
食
の
安
全
・

安
心
の
確
保
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
く

必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
条
例
を
制
定

し
ま
し
た
。

条
例
の
ポ
イ
ン
ト
は

今
回
、
制
定
さ
れ
た
条
例
の
中
で
、
一
番

の
ポ
イ
ン
ト
は
、
「
自
主
回
収
の
報
告
」
が

制
度
化
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
基
づ
き
、

特
定
事
業
者
が
食
品
等
の
自
主
回
収
に
着

手
し
た
場
合
、
当
該
食
品
等
の
名
称
、
当
該

食
品
等
を
回
収
す
る
理
由
な
ど
を
知
事
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
本
制
度
は
、
自
主
回
収
の
報
告
を

義
務
づ
け
る
も
の
で
、
自
主
回
収
自
体
を
義

務
づ
け
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
な
ぜ
自
主
回
収
の
報
告
が
始
ま
る
の

か
？食

品
に
よ
る
健
康
へ
の
悪
影
響
の
未
然

防
止
や
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
県
民
に
周

知
が
必
要
な
情
報
を
可
能
な
限
り
把
握
し
、

正
確
か
つ
迅
速
に
県
民
に
情
報
を
提
供
す

る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
す
。

●
自
主
回
収
と
は
？

自
主
回
収
と
は
、
特
定
事
業
者
が
、
そ
の

製
造
、
輸
入
、
加
工
又
は
販
売
し
た
食
品
等

に
つ
い
て
、
自
主
検
査
や
消
費
者
か
ら
の
ク

レ
ー
ム
等
に
よ
り
、
自
ら
食
品
衛
生
法
及
び

食
品
表
示
法
違
反
、
又
は
そ
の
疑
い
が
あ
る

こ
と
に
気
づ
き
、
健
康
へ
の
悪
影
響
の
未
然

防
止
や
健
康
被
害
の
拡
大
防
止
の
た
め
、
自

ら
の
判
断
で
回
収
を
決
定
し
、
実
施
す
る
こ

と
を
指
し
ま
す
。
こ
の
た
め
、
食
品
衛
生
法

又
は
食
品
表
示
法
の
規
定
に
基
づ
く
回
収

命
令
を
受
け
て
の
回
収
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

●
自
主
回
収
報
告
制
度
の
対
象
者
は
？

食
品
等
の
自
主
回
収
に
着
手
し
た
場
合

に
報
告
義
務
が
生
じ
る
事
業
者
を
「
特
定
事

業
者
」
と
規
定
し
て
い
ま
す
。

●
報
告
を
行
う
事
業
者
は
？

県
内
に
食
品
等
の
製
造
、
輸
入
、
加
工
又

は
販
売
の
事
業
を
行
う
た
め
の
施
設(

事
務

所
、
事
業
所
、
工
場
、
倉
庫
等)

を
有
し
、

食
品
等
の
自
主
回
収
を
行
う
事
業
者
で
す
。

●
食
品
等
と
は

本
制
度
で
対
象
と
な
る
「
食
品
等
」
の
範

囲
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

①
食
品
：
全
て
の
飲
食
物

②
食
品
添
加
物(

例)

保
存
料
、
甘
味
料
等

③
器
具(

例)

食
器
、
箸
、
ス
プ
ー
ン

④
容
器
包
装(

例)

び
ん
、
缶
、
樹
脂
パ
ッ
ク

●
自
主
回
収
事
例

□
期
限
を
印
字
す
る
際
に
、
平
成
２９
年
○

月
△
日
と
す
る
と
こ
ろ
、
平
成
３０
年

○
月
△
日
と
し
て
し
ま
っ
た
。

□
商
品
の
容
器
が
膨
張
し
て
お
り
、
検
査

の
結
果
、
カ
ビ
が
混
入
し
て
い
る
こ
と

が
判
明
し
た
。

□
原
材
料
の
仕
入
れ
先
を
変
え
た
と
こ
ろ
、

以
前
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
小
麦
を

含
む
こ
と
が
判
明
し
た
。
表
示
を
変
更
し

て
な
か
っ
た
た
め
、
ア
レ
ル
ギ
ー
表
示
が

欠
落
し
て
い
た
。

※
「
福
岡
県
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に

関
す
る
条
例
」
全
般
に
つ
い
て
の
お
問
い
合

わ
せ
は
、
福
岡
県
保
健
医
療
介
護
部
保
健
衛

生
課
食
品
衛
生
係
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

電
話
：
０
９
２(

６
４
３)

３
２
８
０

※
北
九
州
市
保
健
所

□
食
品
監
視
検
査
課

電
話
：
０
９
３(

５
８
３)

２
０
４
８

□
東
部
生
活
衛
生
課

電
話
：
０
９
３(

５
２
２)

８
７
２
８

□
西
部
生
活
衛
生
課

電
話
：
０
９
３(

６
４
２)

１
４
４
１

 
 
 
 
 
 
(

八
幡
西
区
役
所
代
表) 

編
集
後
記

春
ら
し
い
季
節
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

今
月
の
写
真
は
「
つ
ば
き
」
で
す
。

食品等の製造、輸入、加工
又は販売の事業を行う者

県内に食品等の製造、輸入、加工又は販売
の事業を行うための施設（事務所、事業所、
工場、倉庫など）がある

特定事業者

県内に食品等の製造、輸入、加工又は販売
の事業を行うための施設（事務所、事業所、
工場、倉庫など）がない


